
◎森林経営管理法 
（平成三〇年六月一日法律第三五号）   

一、 提案理由（平成三〇年四月五日・衆議院農林水産委員会） 

○齋藤国務大臣 森林経営管理法案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御

説明申し上げます。 

 我が国の森林は、戦中戦後の大量伐採により大きく荒廃しましたが、先人のさまざま

な努力により造成された結果がようやく実り、その約半数が主伐期を迎えようとしてお

ります。この森林資源を切って、使って、植えるという形で循環利用していくことで、

林業の成長産業化と森林資源の適切な管理を両立し、先人の築いた貴重な資産を継承、

発展させることが、これからの森林・林業政策の主要課題であります。 

 しかしながら、現状は、多くの森林所有者が小規模零細で分散した森林を抱え、林業

経営の意欲が低下している一方で、意欲と能力のある林業経営者の多くが事業規模拡大

のための事業地確保に悩んでおり、このような森林所有者と林業経営者との間の連携を

構築するための方策が必要となっております。 

 このような認識のもと、森林所有者に対して適切な経営管理を促すため、その責務を

明確化するとともに、森林所有者みずからが経営管理を実行できない場合に、市町村が

経営管理を行うために必要な権利を取得した上で、林業経営に適した森林については意

欲と能力のある林業経営者に委ねることとし、林業経営に適さない森林等については市

町村がみずから経営管理を行うという新たなシステムを構築するため、この法律案を提

出した次第であります。 

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、責務についてであります。 

 森林所有者は、その権原に属する森林について、適時に伐採、造林及び保育を実施す

ることにより、自然的経済的社会的諸条件に応じた適切な経営管理を持続的に行わなけ

ればならないものとしております。 

 また、市町村は、その区域内に存する森林について、経営管理が円滑に行われるよう

必要な措置を講ずるよう努めるものとしております。 

 第二に、市町村への経営管理の委託及び林業経営者への再委託についてであります。 

 市町村は、その区域内の森林について、経営管理の状況等を勘案して、森林所有者へ

の意向調査又は森林所有者からの申出を踏まえ、経営管理権集積計画を定め、公告する

ことにより、森林所有者からの委託を受けて経営管理を行うことができるものとしてお

ります。 

 また、市町村が意欲と能力のある林業経営者に再委託を行おうとする場合には、都道

府県が公募し、公表した林業経営者の中から、市町村が再委託を行うものを選定し、経

営管理実施権配分計画を定め、公告することにより、林業経営者が経営管理を行うこと

ができるものとしております。 



 さらに、市町村は、自然的条件に照らして林業経営に適さない森林や林業経営者に再

委託するまでの間の森林については、みずから経営管理できるものとしております。 

 第三に、所有者不明森林に係る措置についてであります。 

 森林所有者の全部又は一部が不明等の森林において、林業経営の集約化や効率化を図

るため、市町村は、不明森林所有者の探索、公告等の手続を経て、経営管理権集積計画

を定めることにより、経営管理の委託を受けることができるものとしております。 

 第四に、林業経営者に対する支援措置であります。 

 再委託を受けた林業経営者がさらなる施業の効率化を図ることができるよう支援する

ため、独立行政法人農林漁業信用基金は、当該林業経営者に対して経営の改善発達に係

る助言等の支援を行うことができるものとするとともに、国は、国有林野事業に係る立

木の伐採等を他に委託して実施する場合は、当該林業経営者に委託するよう配慮するも

のとしております。 

 第五に、災害等防止措置命令についてであります。 

 市町村は、伐採又は保育が実施されておらず、かつ、引き続き伐採又は保育が実施さ

れないことが確実であると見込まれる森林において、周辺の環境を著しく悪化させる事

態等の発生を防止するため、森林所有者に対し、伐採又は保育の実施等の措置を講ずべ

きことを命ずることができるほか、みずからこれを行うことができるものとしておりま

す。 

……………（略）…………… 

 以上が、これらの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 

二、 衆議院農林水産委員長報告（平成三〇年四月一九日） 

○伊東良孝君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、農林水産委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、森林経営管理法案は、林業経営の効率化及び森林の管理の適正化の一体的な促

進を図るため、地域森林計画の対象とする森林について、市町村が、経営管理権集積計

画を定め、森林所有者から経営管理権を取得した上で、みずから経営管理を行い、又は

経営管理実施権を民間事業者に設定する等の措置を講ずるものであります。 

……………（略）…………… 

 森林経営管理法案は、去る三月二十九日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われ

た後、同日本委員会に付託されました。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、四月五日齋藤農林水産大臣から両法律案の提案理由の説明を

聴取し、十一日から質疑に入り、十二日に参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を

行い、十七日質疑を終局いたしました。質疑終局後、両法律案について一括して討論を

行い、順次採決いたしましたところ、両法律案は賛成多数をもって原案のとおり可決す



べきものと議決した次第であります。 

 なお、森林経営管理法案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成三〇年四月一七日） 

 我が国の林業は、木材価格の低迷、森林所有者の世代交代等により、森林所有者の経

営意欲の低下や所有者不明森林が増加するなど、依然として厳しい状況にある。このよ

うな中、持続可能な森林経営に向けて、森林の管理の適正化及び林業経営の効率化の一

体的な促進を図ることは、森林の有する多面的機能の発揮及び林業・山村の振興の観点

から極めて重要である。また、森林吸収源対策に係る地方財源確保のため、平成三十一

年度税制改正において創設するとされている森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税

（仮称）については、創設の趣旨に照らし、その使途を適正かつ明確にする必要がある。 

 よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。 

     記 

一 本法を市町村が運用するに当たって、「森林の多面的機能の発揮」「公益的機能の発

揮」「生物多様性の保全」について、十分に配慮するよう助言等の支援を行うこと。 

二 経営管理権及び経営管理実施権の設定等を内容とする新たな森林管理システムが現

場に浸透し、林業の効率化及び森林管理の適正化の一体的な促進が円滑に進むよう、

都道府県及び市町村と協力して、不在村森林所有者を含む森林所有者、森林組合、民

間事業者など、地域の森林・林業関係者に本法の仕組みの周知を徹底すること。また、

経営管理実施権の設定に当たっては、市町村が地域の実情に応じた運用ができるもの

とすること。 

三 市町村が区域内の森林の経営管理を行うに当たっては、その推進の在り方について

広く地域住民の意見が反映されるよう助言等の支援を行うこと。 

四 経営管理実施権を設定した林業経営者に対して、市町村が指導監督体制の確立に努

めるよう助言等の支援を行うこと。さらに、国は、民間事業者の健全な育成を図るた

め、森林に関する高度の知識、技術、経営に関する研修計画を企画し、実施すること。

経営管理実施権の設定に当たっては、生産性（生産量）の基準だけでなく、作業の質、

持続性、定着性などの評価基準も重視すること。 

五 森林の育成には、林業労働力の確保・育成は不可欠であり、林業就業者の所得の向

上、労働安全対策をはじめとする就業条件改善に向けた対策の強化を図ること。 

六 所有者不明森林の発生を防ぐため、相続等による権利取得に際しての森林法第十条

の七の二の届出義務の周知を図るとともに、相続登記等の重要性について啓発を図る

こと。また、所有者不明森林に係る問題の抜本的解決に向けて、登記制度及び土地所

有の在り方、行政機関相互での土地所有者に関する情報の共有の仕組み等について早

期に検討を進め、必要な措置を講じること。 

七 経営管理権集積計画の策定に当たり、まず前提となる森林法の趣旨にのっとった、



林地台帳の整備、森林境界の明確化等に必要な取組に対する支援を一層強化すること。 

八 市町村が、市町村森林整備計画と調和が保たれた経営管理権集積計画の作成等の新

たな業務を円滑に実施することができるよう、フォレスター等の市町村の林業部門担

当職員の確保・育成を図る仕組みを確立するとともに、林業技術者等の活用の充実、

必要な支援及び体制整備を図ること。 

九 市町村が、「確知所有者不同意森林」制度を運用するに当たって、森林所有者の意

向等を的確に把握し、同意を取り付けるため十分な努力を行うよう助言等の支援を行

うこと。 

十 「災害等防止措置命令」制度の運用に資するよう、国は、災害等の防止と森林管理

の関係についての科学的知見の蓄積に努めること。 

十一 路網は、木材を安定的に供給し、森林の有する多面的機能を持続的に発揮してい

くために必要な造林、保育、間伐等の施業を効率的に行うために不可欠な生産基盤で

あることから、路網整備に対する支援を一層強化すること。なお、路網整備の方法に

よっては土砂災害を誘発する場合もあることから、特段の配慮をすること。 

十二 森林資源の循環利用を図るため、新たな木材需要を創出するとともに、これらの

需要に対応した川上から川下までの安定的、効率的な供給体制を構築すること。また、

森林管理の推進に向けて、その大きな支障の一つである鳥獣被害に係る対策を含め、

主伐後の植栽による再造林、保育を確実に実施する民間事業者が選定されるよう支援

するとともに、他の制度との連携・強化を図ること。 

十三 自伐林家や所有者から長期的に施業を任されている自伐型林業者等は、地域林業

の活性化や山村振興を図る上で極めて重要な主体の一つであることから、自伐林家等

が実施する森林管理や森林資源の利用の取組等に対し、更なる支援を行うこと。 

十四 地球温暖化防止のための森林吸収源対策に係る地方財源の確保のため創設すると

されている森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）については、その趣旨に

沿って、これまでの森林施策では対応できなかった森林整備等に資するものとするこ

と。 

 右決議する。 

三、 参議院農林水産委員長報告（平成三〇年五月二五日） 

○岩井茂樹君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、農林水産委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、森林経営管理法案は、地域森林計画の対象とする森林について、市町村が経営

管理権集積計画を定め、森林所有者から経営管理権を取得した上で、自ら経営管理を行

い、又は経営管理実施権を民間事業者に設定する等の措置を講じようとするものであり

ます。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、森林経営管理法案にお



ける市町村の役割と運用実務、農林漁業信用基金法改正の趣旨、森林環境譲与税の配分

及び使途の在り方、国産材の需要拡大策等について質疑が行われましたが、その詳細は

会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して紙理事より両法律案

に反対、希望の会（自由・社民）を代表して森委員より森林経営管理法案に反対する旨

の意見がそれぞれ述べられました。 

 討論を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決す

べきものと決定いたしました。 

 なお、森林経営管理法案に対して附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成三〇年五月二四日） 

 我が国の林業は、木材価格の低迷、森林所有者の世代交代等により、森林所有者の経

営意欲の低下や所有者不明森林が増加するなど、依然として厳しい状況にある。このよ

うな中、持続可能な森林経営に向けて、森林の管理の適正化及び林業経営の効率化の一

体的な促進を図ることは、森林の有する多面的機能の発揮及び林業・山村の振興の観点

から極めて重要である。また、森林吸収源対策に係る地方財源確保のため、平成三十一

年度税制改正において創設するとされている森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税

（仮称）については、創設の趣旨に照らし、その使途を適正かつ明確にする必要がある。 

 よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。 

一 本法を市町村が運用するに当たって、「森林の多面的機能の発揮」「公益的機能の発

揮」「人工林から自然林への誘導」「生物多様性の保全」について、十分に配慮するよ

う助言等の支援を行うこと。 

二 経営管理権及び経営管理実施権の設定等を内容とする新たな森林管理システムが現

場に浸透し、林業の効率化及び森林管理の適正化の一体的な促進が円滑に進むよう、

都道府県及び市町村と協力して、不在村森林所有者を含む森林所有者、森林組合、民

間事業者など、地域の森林・林業関係者に本法の仕組みの周知を徹底すること。また、

経営管理実施権の設定に当たっては、超長期的な多間伐施業を排除することなく、市

町村が地域の実情に応じた運用ができるものとすること。 

三 市町村が区域内の森林の経営管理を行うに当たっては、その推進の在り方について

広く地域住民の意見が反映されるよう助言等の支援を行うこと。 

四 経営管理実施権を設定した林業経営者に対して、市町村が指導監督体制の確立に努

めるよう助言等の支援を行うこと。さらに、国は、民間事業者の健全な育成を図るた

め、森林に関する高度の知識、技術、経営に関する研修計画を企画し、実施すること。

経営管理実施権の設定に当たっては、生産性（生産量）の基準だけでなく、作業の質、

持続性、定着性、地域経済への貢献、労働安全などの評価基準も重視すること。 

五 森林の育成には、林業労働力の確保・育成は不可欠であり、小規模事業体の経営者



や従業員を含む林業就業者の所得の向上、労働安全対策をはじめとする就業条件改善

に向けた対策の強化を図ること。 

六 所有者不明森林の発生を防ぐため、相続等による権利取得に際しての森林法第十条

の七の二の届出義務の周知を図るとともに、相続登記等の重要性について啓発を図る

こと。また、所有者不明森林に係る問題の抜本的解決に向けて、登記制度及び土地所

有の在り方、行政機関相互での土地所有者に関する情報の共有の仕組み等について早

期に検討を進め、必要な措置を講じること。 

七 経営管理権集積計画の策定に当たり、まず前提となる森林法の趣旨にのっとった、

林地台帳の整備、森林境界の明確化等に必要な取組に対する支援を一層強化すること。 

八 市町村が、市町村森林整備計画と調和が保たれた経営管理権集積計画の作成等の新

たな業務を円滑に実施することができるよう、フォレスター等の市町村の林業部門担

当職員の確保・育成を図る仕組みを確立するとともに、林業技術者等の活用の充実、

必要な支援及び体制整備を図ること。 

九 市町村が、「確知所有者不同意森林」制度を運用するに当たって、森林所有者の意

向等を的確に把握し、同意を取り付けるため十分な努力を行うよう助言等の支援を行

うこと。 

十 「災害等防止措置命令」制度の運用に資するよう、国は、災害等の防止と森林管理

の関係についての科学的知見の蓄積に努めること。 

十一 路網は、木材を安定的に供給し、森林の有する多面的機能を持続的に発揮してい

くために必要な造林、保育、間伐等の施業を効率的に行うために不可欠な生産基盤で

あることから、路網整備に対する支援を一層強化すること。なお、路網整備の方法に

よっては土砂災害を誘発する場合もあることから、特段の配慮をすること。 

十二 森林資源の循環利用を図るため、新たな木材需要を創出するとともに、これらの

需要に対応した川上から川下までの安定的、効率的な供給体制を構築すること。また、

適正な森林管理の推進に向けて、その大きな支障の一つである鳥獣被害に係る対策を

含め、主伐後の植栽による再造林、保育を確実に実施する民間事業者が選定されるよ

う支援するとともに、森林法による伐採後の造林命令など他の制度との連携・強化を

図ること。 

十三 自伐林家や所有者から長期的に施業を任されている自伐型林業者等は、地域林業

の活性化や山村振興を図る上で極めて重要な主体の一つであることから、自伐林家等

が実施する森林管理や森林資源の利用の取組等に対し、更なる支援を行うこと。 

十四 地球温暖化防止のための森林吸収源対策に係る地方財源の確保のため創設すると

されている森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）については、その趣旨に

沿って、これまでの森林施策では対応できなかった森林整備等に資するものとし、そ

の使途の公益性を担保し、国民の理解が得られるものとすること。 

  右決議する。 



 


